
所得課税証明書

前期申請時は前年1月1日，後期申請時は当年1月1日に住民登録していた自治体（市区町村役場）に発行を依頼してください（収入がない場合も必要です）

※「給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」は提出不可

令和〇年度 所得金額〇〇〇円
市民税所得割額 〇〇〇円 市民税均等割額 〇〇〇円

年税額 〇〇〇円
県民税所得割額 〇〇〇円 県民税均等割額 〇〇〇円

令和〇年中の所得金額の内訳 所得控除及び税控除の内訳

給与所得 〇〇〇円 社会保険料控除
生命保険料控除
配偶者控除

〇〇〇円
〇〇〇円

本人該当事項
基礎控除
寡婦 ひとり親控除
勤労学生

〇〇〇円営業等所得

特定
その他
老人
障害
16才未満

人
人
人
人
人

税額控除

給与収入 〇〇〇円

公的年金等収入金額 〇〇〇円 所得控除合計 〇〇〇円

備考

前期申請時は前々年，後期申請時は前年の
所得状況が記載されています

※記載内容と提出書類の内容が異なる場合は
学生本人へ確認することがあります

扶養親族の記載があるものを提出してください

記載された扶養人数と家庭調書[様式1] に記載し
た人数が一致していることを確認してください
（申請基準日時点で扶養下にない家族を除く）

住民税額（市民税・県民税）が記載されているものを
提出してください

寡婦・ひとり親控除を受けている場合は，
ひとり親家庭の証明書となります



「支払金額」を収入状況等申告書[様式3] の
②給与所得欄に記入してください ここに記載のある家族は，同居・別居に関わらず

家庭調書[様式１] に記入してください
（申請基準日時点で扶養下にない家族を除く）

※申請基準日時点で就職等により扶養を外れる予定の
兄弟姉妹がいる場合，申告書[様式10] を
提出してください

中途就・退職の日付の記載がある場合，
「申請のしおり」をよく確認して
必要書類を提出してください

（一般・私費留学生の申請者本人の
アルバイトであれば不要）

寡婦・ひとり親欄に○印がある場合は
ひとり親家庭の証明書となります

給与所得の源泉徴収票



確定申告書

【 第 一 表 】

(A)

(A)

(B)

ここに記載のある家族は，同居・別居に関わらず
家庭調書[様式１] に記入してください
（申請基準日時点で扶養下にない家族を除く）

※申請基準日時点で就職等により扶養を外れる予定の
兄弟姉妹がいる場合，申告書[様式10] を提出してください

寡婦・
ひとり親
の確認欄

収入状況等申告書[様式3] の記入について

(A)の額（所得金額）を③給与所得以外欄に記入してください
※複数の所得がある場合，各所得金額を記入してください

(B)の額（専従者給与）を②給与所得欄に記入してください

【 第 二 表 】



※公的年金等の源泉徴収票は提出不可

年金支払通知書・年金額改定通知書

※年金の種類により様式は異なります
課税対象か否かに関わらず全てご提出ください

(A)

(B)

(B)

収入状況等申告書[様式3] ④その他欄に次のいずれかを記入してください

(A)の額 または (B)のうち最新の支払額×６（年額）


